
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発信側の加入者交換機から送出されるダイヤル情報を受信し記憶する記憶部と、多周波に
よるプッシュボタン信号を着信側の加入者交換機に送出するプッシュボタン音送出装置と
、着信側の加入者交換機に接続されている構内交換機に収容された加入者の内線番号を記
憶するための内線番号保持メモリと、中継交換機各部を制御する中央処理装置とを備え、
前記中央処理装置は、発信側加入者の属性が仮想専用網サービスを適用する加入者である
か否かを前記ダイヤル情報により判断する加入者属性判断部と、この加入者属性判断部に
より加入者属性が仮想専用網サービス適用加入者であると判断されたときには着信側の加
入者交換機への選択情報を得るため仮想専用網サービスを制御しているサービス制御ノー
ドにアクセスするサービス制御ポイントアクセス制御部と、前記内線番号保持メモリを参
照し当該の内線番号が格納されているか否かを判断し格納されていたときにはその内線番
号を読み出しこの内線番号に相当するプッシュボタン信号を前記プッシュボタン音送出装
置から送出するよう指示するプッシュボタン音送出制御部とを有することを特徴とする中
継交換機。
【請求項２】
発信側加入者の属性が仮想専用網サービスを適用する加入者であるか否かを発信側の加入
者交換機から送出されるダイヤル情報により判断し、加入者属性が仮想専用網サービス加
入者であると判断されたときには、このダイヤル情報を内線番号を保持するメモリに記憶
するとともに、中継交換機に接続され仮想専用網サービスを制御しているサービス制御ノ
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ードへアクセスし着信側の加入者交換機への選択情報を入手し、後位交換機と接続しこの
接続が完了し応答後に前記メモリに格納した内線番号を読み出し、この内線番号に相当す
るプッシュボタン信号を前記着信側の加入者交換機に接続されている構内交換機に送出し
、着信側と発信側の加入者とを接続することを特徴とする中継交換機におけるＰＢＸ中継
接続方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は中継交換機およびその中継接続方法に関し、特に他の電話事業者の加入者交換機
から中継交換機を介して構内交換機（ＰＢＸ：ｐｒｉｖａｔｅ　ｂｒａｎｃｈ　ｅｘｃｈ
ａｎｇｅ）の内線へ中継接続する中継交換機およびそのＰＢＸ中継接続方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の電話接続方式では、すなわち、発信側の加入者交換機からダイレクトルー
トでＰＢＸを収容した着信側の加入者交換機に接続せずに、他の電話運用会社の通信網か
ら中継交換機を介しＰＢＸへ接続し、その内線に着信させるような場合でも、特開昭６０
－１００８６０号公報に示されているように、着信側の加入者交換機へ着信した後、発呼
者がガイダンスに従ってＰＢＸの内線番号を発信側端末により押下し、この発信側端末が
プッシュボタン（ＰＢ：Ｐｕｓｈ
Ｂｕｔｔｏｎ）信号を送出している。
【０００３】
このように、通常の電話サービスにおいて着信先の端末がＰＢＸの内線であった場合、接
続は以下のように行われている。始めに、発信側の加入者交換機より発呼し、中継交換機
を経て着信側の加入者交換機へ着信する。着信側の加入者交換機はＰＢＸと接続し、中継
交換機へ応答信号を返送し、課金対象となる通話中と同じ状態となる。次に、発呼者がＰ
ＢＸからの音声ガイダンスに従い、発信側端末より内線番号を押下すると、発信側端末よ
りＰＢ音を送出する。このＰＢ音を受信したＰＢＸでは該当する内線番号の加入者に着信
する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の方式では、発信側の各端末毎にＰＢ音送出装置が必要であること、および
加入者交換機間で発呼信号から応答信号までのやりとりをしているため、応答信号が発信
側の加入者交換機に受信された時点で、呼の状態は通話中と同じ状態になっていて，この
課金対象である通話中になってもＰＢＸからのガイダンスに従ったＰＢ音送出のためのダ
イヤル押下作業が必要であり、経済性および利便性にかけるという問題がある。
本発明の目的は、ＰＢＸの内線に中継交換機を介し接続する場合、発信側の端末毎にＰＢ
音送出装置を具備させることを不要とさせ、加入者にＰＢＸ接続後のＰＢ音送出のための
ダイヤル押下作業を不要にすることができる中継交換機およびそのＰＢＸ中継接続方法を
提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の中継交換機は、
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発信側の加入者交換機から送出されるダイヤル情報を受信し記憶
する記憶部と、多周波によるプッシュボタン信号を着信側の加入者交換機に送出するプッ
シュボタン音送出装置と、着信側の加入者交換機に接続されている構内交換機に収容され
た加入者の内線番号を記憶するための内線番号保持メモリと、中継交換機各部を制御する
中央処理装置とを備え、前記中央処理装置は、発信側加入者の属性が仮想専用網サービス
を適用する加入者であるか否かを前記ダイヤル情報により判断する加入者属性判断部と、
この加入者属性判断部により加入者属性が仮想専用網サービス適用加入者であると判断さ
れたときには着信側の加入者交換機への選択情報を得るため仮想専用網サービスを制御し
ているサービス制御ノードにアクセスするサービス制御ポイントアクセス制御部と、前記



【０００７】
本発明の中継交換機における 接続方法は、

【０００８】
本発明によれば、中継交換機にＰＢＸの内線番号を判断する内線番号受信判断部と、この
内線番号を格納する内線番号保持メモリと、内線番号に相当するＰＢ音を送出するＰＢ音
送信装置とを備え、発呼者がダイヤルした電話番号の最後に「＃＋内線番号」と押下した
場合、内線番号保持メモリに当該内線番号を保持し、着信側の加入者交換機からの応答信
号受信を契機に、内線番号保持メモリに保持した内線番号に該当するＰＢ音を送出するこ
とで、端末毎にＰＢ音送信装置を具備する必要性を失わせ、ＰＢＸと接続されたときにガ
イダンス接続なしにＰＢＸ内の内線番号に当たる加入者への着信を可能とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
図１を参照すると、本発明の第１の実施の形態が適用される交換システムが例示されてお
り、発信加入者１を収容した加入者交換機２と、内線加入者３を収容したＰＢＸ４と、Ｐ
ＢＸ４と接続される加入者交換機５と、加入者交換機２と加入者交換機５とを中継接続す
る中継交換機６とから構成される。この場合、加入者交換機２は例えば他の電話運用会社
の通信網に属し、発信加入者１が内線加入者３と接続するためには必ず中継交換機６を経
由するものとする。
【００１１】
中継交換機６は、加入者交換機２からの回線とインタフェースする入トランク（ｉｎｃｏ
ｍｉｎｇ　ｔｒｕｎｋ：ＩＣＴ）６１と、加入者交換機５への回線とインタフェースする
出トランク（ｏｕｔｇｏｉｎｇ　ｔｒｕｎｋ：ＯＧＴ）６２と、発信側の加入者交換機２
から送出されるダイヤル情報を受信し記憶するダイヤル記憶レジスタ６３と、多周波によ
るＰＢ信号を着信側の交換機に送出するＰＢ音送出装置６４と、これらＩＣＴ６１，ＯＧ
Ｔ６２，ダイヤル記憶レジスタ６３およびＰＢ音送出装置６４を収容する通話路スイッチ
６５と、中継交換機全体を制御するプログラムの格納部（図示せず）および着信側の加入
者交換機５に接続されているＰＢＸ４に収容された内線加入者３の内線番号を記憶するた
めの内線番号保持メモリ６６１を有する主記憶装置６６と、中継交換機各部を主記憶装置
６６から読み出したプログラムにより制御する中央処理装置６７とを備える。
【００１２】
中央処理装置６７は、加入者交換機２より受信したダイヤル情報から内線番号を識別し、
内線番号保持メモリ６６１に記憶しておき、着信側の加入者交換機５と接続完了し応答後
に、読み出した当該の内線番号に相当するＰＢ信号をＰＢ音送出装置６４から送出するよ
う指示する構成であり、ダイヤル記憶レジスタ６３に記憶されたダイヤル情報を読み出し
その情報の中に内線番号が含まれている否かを判断し内線番号が含まれていると判断した
場合には内線番号保持メモリ６６１にこの番号を記憶させる内線番号受信判断部６７１と
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内線番号保持メモリを参照し当該の内線番号が格納されているか否かを判断し格納されて
いたときにはその内線番号を読み出しこの内線番号に相当するプッシュボタン信号を前記
プッシュボタン音送出装置から送出するよう指示するプッシュボタン音送出制御部とを有
する構成である。

ＰＢＸ中継 発信側加入者の属性が仮想専用網サ
ービスを適用する加入者であるか否かを発信側の加入者交換機から送出されるダイヤル情
報により判断し、加入者属性が仮想専用網サービス加入者であると判断されたときには、
このダイヤル情報を内線番号を保持するメモリに記憶するとともに、中継交換機に接続さ
れ仮想専用網サービスを制御しているサービス制御ノードへアクセスし着信側の加入者交
換機への選択情報を入手し、後位交換機と接続しこの接続が完了し応答後に前記メモリに
格納した内線番号を読み出し、この内線番号に相当するプッシュボタン信号を前記着信側
の加入者交換機に接続されている構内交換機に送出し、着信側と発信側の加入者とを接続
する構成である。



、ダイヤル情報から内線番号を削除した番号情報を編集する送出着番号編集部６７２と、
内線番号保持メモリ６６１を参照し当該の内線番号が格納されているか否かを判断し格納
されていたときにはその内線番号を読み出しこの内線番号に相当するＰＢ信号をＰＢ音送
出装置６４から送出するよう指示するＰＢ音送出制御部６７３とを有する。
【００１３】
図２は本発明の中継交換機における処理の流れを示すフローチャートである。以下に図１
および図２を参照して動作を説明する。
【００１４】
図１において、発信加入者１が発呼すると、発信側の加入者交換機２から中継交換機６を
起動するため発呼信号がＩＣＴ６１に着信する。この場合発呼信号には、着信側の加入者
電話番号と次に続く情報がＰＢＸ内線番号を示す識別コード，例えば＃と内線番号とが含
まれている。中継交換機６ではＩＣＴ６１への発呼信号受信を契機にダイヤル記憶レジス
タ６３にこの発呼信号内のダイヤル番号を格納する。内線番号受信判断部６７１はダイヤ
ル記憶レジスタ６３内に記憶したダイヤル番号を読み出す（ステップ１：Ｓ１と略称、以
下同様）。
【００１５】
内線番号受信判断部６７１では、ダイヤル番号を１桁づつチェックし（Ｓ２、Ｓ３）、＃
が存在するか否かを第Ｎ桁目までチェック判断し（Ｓ４）、この＃を発見したら＃以降の
番号を主記憶装置６６内の内線番号保持メモリ６６１に格納する（Ｓ５）。ダイヤル記憶
レジスタ６３から読み出したダイヤル番号内に＃が存在せず、且つこのレジスタ内に番号
が存在しない場合には処理を終了する（Ｓ６）。
【００１６】
一方、送出着番号編集部６７２は、内線番号保持メモリ６６１を参照し（Ｓ１１）、内線
番号が存在するか否かを判定する（Ｓ１２）。そして、第Ｎ桁目に＃が存在するか否かを
判定し（Ｓ１３～Ｓ１５）、＃が存在した場合には、＃以降の内線番号を削除し（Ｓ１６
）、この内線番号を含まない加入者電話番号を含んだ発呼信号をＯＧＴ６２を介し後位の
着信側の加入者交換機５に送出する。これは中継交換機を２つ以上経由するような呼の場
合、複数の中継階梯の交換機からＰＢ音が送出されるのを防ぐためである。
【００１７】
着信側の加入者交換機５へこの発呼信号が送出され、応答信号を受信し発信側の加入者交
換機２にこの応答信号を返送すると、中継交換機６では、それを契機にＰＢ音送出制御部
６７３が、内線番号保持メモリ６６１を参照し（Ｓ２１）内線番号があるか否かを判定す
る（Ｓ２２）。内線番号が存在する場合にはこの内線番号保持メモリ６６１に格納された
内線番号を読み出し、当該内線番号に相当するＰＢ音を送出するようＰＢ音送出装置６４
へ命令を出し（Ｓ２３）、通話路スイッチ６５を介して着信側のＰＢＸ４へＰＢ音を送出
させる。その後、発信側の加入者交換機２へ応答信号を返送する。
【００１８】
上記手順によりＰＢＸ着信を実現すれば、ＰＢ音送信装置は発信側端末毎ではなく中継交
換機にのみ具備すればよいことになり、しかもＰＢＸからのガイダンス接続なしでＰＢＸ
内の内線加入者に着信させることが可能となる。
【００１９】
次に、本発明の第２の実施の形態について図面を参照して説明する。上述した第１の実施
の形態においては、通常のＰＢＸ着信を例に説明したが、サービス制御ポイント（Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ：ＳＣＰ）として機能するサービス制御ノードと
中継交換機を介したインテリジェントネットワークサービスにおけるＰＢＸ着信の実現も
可能となる。
【００２０】
その一例としてＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：仮想専用ネ
ットワーク）サービスが挙げられる。ＶＰＮサービスとは通常の電話端末に対して仮想的
な内線番号を付与し、そのデータをサービス制御ノードが保持し、内線番号に対する着信
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側加入者の電話番号を中継交換機へ通知し、着信を可能とするという、内線番号形式で通
話が可能となる仮想的なネットワークを提供するサービスである。
【００２１】
図３（ａ）は本発明の第２の実施の形態が適用される交換システムを示す図であり、発信
加入者１を収容した加入者交換機２と、内線加入者３を収容したＰＢＸ４と、ＰＢＸ４と
接続される加入者交換機５と、加入者交換機２と加入者交換機５とを中継接続する中継交
換機６と、中継交換機６と接続されるサービス制御ノード７とから構成される。この場合
、加入者交換機２は例えば他の電話運用会社の通信網に属し、発信加入者１が内線加入者
３と接続するためには必ず中継交換機６を経由するものとする。
【００２２】
図３（ｂ）は（ａ）における中継交換機６の構成例を示す図である。（ｂ）においては、
第１の実施の形態で示したものと同一参照番号のものは同一機能なので、説明を省略する
。中央処理装置６８は、発信側加入者の属性が仮想専用網サービスを適用する加入者であ
るか否かを発信側の加入者交換機２から送出されるダイヤル情報により判断する加入者属
性判断部６８１と、この加入者属性判断部６８１により加入者属性が仮想専用網サービス
適用加入者であると判断されたときには着信側の加入者交換機５への選択情報を得るため
仮想専用網サービスを制御しているサービス制御ノード７にアクセスするＳＣＰアクセス
制御部６８２とを有する。
【００２３】
以下に、第２の実施の形態の動作を説明する（フロー図は省略する）。始めに、発信側の
加入者交換機２より発呼し、内線番号形式のダイヤル番号を中継交換機６のダイヤル記憶
レジスタ６３が受信し、内線番号保持メモリ６６１に格納する。中継交換機６では、加入
者属性判断部６８１があらかじめ登録してある対応テーブル（図示せず）を参照し、この
受信した情報から発信側加入者の属性がＶＰＮサービス加入者であることを判断し、着信
側の加入者交換機への出接続のための加入者電話番号を得るためＳＣＰアクセス制御部６
８２がサービス制御ノード７へアクセスする。
【００２４】
サービス制御ノード７ではあらかじめ登録された変換テーブル（図示せず）により内線番
号から実際の加入者電話番号へ変換し、また、着信先がＰＢＸであることを判断し、ＰＢ
音送出を中継交換機６に指示する。中継交換機６は受信した加入者電話番号によって接続
先を決定し、当該加入者交換機へこの加入者電話番号を含む発呼信号を送信する。
【００２５】
一方、着信側の加入者交換機５ではこの発呼信号を受け取ると、応答信号を返送する。中
継交換機６では、ＰＢＸ４からの応答信号を契機に、ＰＢ音送出制御部６７３はサービス
制御ノード７から指示されていたＰＢ音送出に基づき、内線番号に対応するＰＢ音を送出
する。そして、このＰＢ音に基づいてＰＢＸ内の内線加入者３に着信する。
【００２６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、発信側の加入者交換機から受信するダイヤル情報に
より着信側の加入者交換機に接続されている構内交換機に収容された加入者の内線番号を
中継交換機で識別記憶し、着信側の加入者交換機と接続してその応答後に中継交換機から
プッシュボタン信号で内線番号を構内交換機に送出することにより、着信側の加入者と発
信側の加入者とを接続するように構成したので、ＰＢ送出装置を端末毎に保持する必要が
なくなり、呼が通話中と同一の状態になった後の「ガイダンスに従ったＰＢ音送出操作」
を行うことなく、ＰＢＸ内の加入者への着信が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施の形態が適用される交換システムを示す図である。
（ｂ）は（ａ）における中継交換機の構成例を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の中継交換機における処理の流れを示すフローチャー
トである。
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【図３】（ａ）は本発明の第２の実施の形態が適用される交換システムを示す図である。
（ｂ）は（ａ）における中継交換機の構成例を示す図である。
【符号の説明】
１　　発信加入者
２，５　　加入者交換機
３　　内線加入者
４　　ＰＢＸ
６　　中継交換機
７　　サービス制御ノード
６１　　ＩＣＴ
６２　　ＯＧＴ
６３　　ダイヤル記憶レジスタ
６４　　ＰＢ音送出装置
６５　　通話路スイッチ
６６　　主記憶装置
６７，６８　　中央処理装置
６６１　　内線番号保持メモリ
６７２　　送出着番号編集部
６７３　　ＰＢ音送出制御部
６８１　　加入者属性判断部
６８２　　ＳＣＰアクセス制御部
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【 図 ３ 】
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